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昭和56年5月号 学 報

律
o昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を

改正する法律（55)

-6、
τ， 

O放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日 を定
める政令(165)

o核燃料物質， 核原料物質， 原子炉及び放射線の定義に関する政令の一部を改正する政令（16 6)
0放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（16 7 )
o新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う新技術開発事業団法施行令及び国家公

務員等退職手当法施行令の整備に関する政令（185)
0恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の 2 第1 項の年金たる給付等を定める政令の一部を

改正する政令(189)
0児童手当法施行令の一部を改正する政令（194)
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の一

部を改正する政令（195)
0国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(19 6)
0国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する政

政令の一部を改正する政令（197)
0国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令（198)

令
o放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令（総理30)
0放射性向佐元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令
（総理31)

規 員。
0人 事院規則（特殊勤務手当）の一部を改正する規則（人事院 9 -30) 
o同（特地勤務手当等）の一部を改正する規則（同 9 -55) 
0同 （女子職員及び年少職員の健康， 安全及ぴ福祉）の一部を改正する規則（同10一7 ) 

告 示
。放射線を放出する同位元素の数量等を 定 める件の一部を改正する件（科学技術庁 6 ) 
0放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬

に関する技術上の基準に係る細目等を 定 める告示の一部を改正する告示（同 7 ) 
o昭和57年度科学研究費補助金の計画調書の提出期間を定める件（文部91)
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昭和56年5月号 学 報 第212号

学 内 規 則

富山大学放射性同位元素委員会規則の一部改正

富；i：宍学校射性向位元繁委員会税引のー苦i与を改正ずる規則を次のとおり制定する。

昭和56年5月8日 富山大学長 柳田 友道

富山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正する規則

富山大学放射性同位元素委員会規則（昭和40 年4月l日 制 定 ）の一部を次のように改正する。
第8条 中「経理部主計課」を「庶務部庶務課」に改める。

附 聞

この規則は， 昭和56年5月 8 日 から施行し， 昭和5 6年4月1日 から適用する。
砂富山大学放射性同位元素委員会規則の改正理由

事務分掌の変更により， 富山大学放射性同位元素委員会の庶務を庶務部庶務課において処理することとなったた
め関係事項を改める。

富山大学放射性同位元素総合実験室規則の一部改正

富山犬学放射性同位元素総合実験室規則の一部を改正する規則を次のとおり制 定 する。

昭和56年5 月 8 日 富山大学長 柳田 友道

富山大学放射性同位元素総合実験室規則の一部を改正する規則

富山大学放射性同位元素総合実験室規則（昭和40 年4月22日 制 定 ）の一部を次のように改正する。
第10条 中「経理部主計課」を「庶務部庶務課」に改める。

附 則

この規則は， 昭和56年5月 8 日 から施行し， 昭和5 6年4月1日 から適用する。
砂富山大学放射性同位元素総合実験室規則の改正理由

事務分掌の変更により， 富山大学放射性同位元素総合実験室の庶務を庶務部庶務課において処理することとなっ
たため関係事項を改める。

富山大学低温液化室運営委員会規則の一部改正

富山大学低温液化室運営委員会規則の一部を改正する規則を次のとおり制 定 する。
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昭和56年5月号 学 報 第212号

昭和田年5月8日 富山大学長 柳田 友道

富山大学低温液化室運営委員会規則の一部を改正する規則

富山大学低温液化室運営委員会規則（昭和51年7月2 7日制定）の一部を次のように改正する。
第 7条中「経理部主計課」 を「庶務部庶務課」に改める。

附 則

この規則は， 昭和56年5月8日から施行し， 昭和田年4月 1日から適用する。
砂富山大学低温液化室運営委員会規則の改正理由

事務分掌の変更により富山大学低温液化室運営委員会の庶務を庶務部庶務課において処理することとなったため
関係事項を改める。

富山大学低温液化室規則の一部改正

富山大学低温液化室規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和田年5月8日

富山大学低温液化室規則の一部を改正する規則

富山大学低温液化室規則（昭和51年7月2 7日制定）の一部を次のように改正する。
第 5条中「経理部主計課」を「庶務部庶務課」に改める。

附 則

この規則は， 昭和56年5月8日から施行し， 昭和56年4月 1日から適用する。
砂富山大学低温液化室規則の改正理由

富山大学長 柳田友友道

事務分掌の変更により富山大学低温液化室の事務を庶務部庶務課において行つこととなったため関係事項を改め
る。

富山大学固有財産取扱規則の一部改正

富山大学固有財産取扱規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和56年5月8日

富山大学固有財産取扱規則の一部を改正する規則

富山大学固有財産取扱規則（昭和3 3 年3月 7 日制定）の一部を次のように改正する。
附則（昭和5 5 年5月3 0日）の第2 項を削る。

附 則

この規則は昭和56年 5月8日から実施し， 昭和 56年4月1日から適用する。
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昭和56年5月号 学 報 第212号

砂富山大学固有財産取扱規 則の改正理由
トリチウム科学センターにおける補助執行は理学部長が当たっていたが， これをトリチウム料学センタ一長が行

うように改める。

富山大学 トリチウム科学センターに係る規則の一部改正

富山大学トリチウム科学センターに係る規 則の一部を改正する規 則を次のとおり制定する。

昭和56年5 月21日 富山大学長 柳田 友道

富山大学トリチウム科学センターに係る規則の一部を改正する規則

第1条 富山大学トリチウム科学センタ一規則（昭和5 5年4 月18日制定）の一部を次のように改正する
第12条中「人文学部・理学部事務長」を「庶務部庶務課長」に改める。
13条中「人文学部 ・理学部事務部」を「事務局」 に改める。

第 2条 富山大学文書決裁規則（昭和48年12月21日制定）の一部を次のように改正する。
別表第2 専決事項の（トリチウム科学センタ一関係）第8号中「人文学部 ・理学部事務長」を「庶務部庶務課

長」に改める。
第 3 条 富山大学公印管 理規則lj （昭和48年3月13日制定）の一部を次のように改正する。

別表第2 官職印のトリチウム科学センターの項 中
「l人文学部 ｜ 人文学部 ｜ 「｜ 庶 務 部 ｜庶 務 部

・理学部 ｜ ・理学部 ｜ を 庶務課長 ｜ 庶 務 課 ｜ に改める。
事 務 長｜庶務係長｜」 文書係長｜ 」
附 則

この規則は， 昭和田年5 月21日：から施行し， 昭和56年4 月 1日から適用する。
砂富山大学トリチウム科学センターに係る規 則の改正理由

学内共同教育研究施設の事務取扱部局変更に伴い， 人文学部・理学部事務部 で行われていたトリチウム科学セン
ターに係る事務を事務局 で行うよ7にするため， 所要事項を改める。

富山大学教育学部規則の一部改正

富山大学教育学部規 則の一部を改正する規 則を次のとおり制定する。

昭和56年5 月22日

富山大学教育学部規則の一部を改正する規則

富山大学教育学部（昭和27年 4 月18日制定） の一部を次のように改正する。
第 4条 中「V」を「V， 羽」に改める。
別表II（イ）中

「 ｜ 教 科 ｜ ｜｜ 
｜ ｜ 別表II（ロ）参照 I 45 I を｜ 教育 法 ｜ ｜ ｜ 

富山大学長 柳田 友道
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昭和56年5月号

「｜教 科 ｜ ｜｜ ｜ ｜ 別表II（ロ）参照 I 46 I に，
｜教育法 ｜ ｜ ｜」

学 報

「｜ 計 I iz6 い を「 l 計 127 い に改める。

別表W中
「 学 科 目

「 学 科 目
異常 児 教 育

を
障 害児教 育 ｜

に改める。
異常 児心理 障 害児 心理
異常児の病理 障 害児病 理

」 」
別表羽を次のように改める。

別表VI 職業指導， 保健， ドイツ語の各免許状取得のための開設授業科目

免許状の種類 教
則
育
で

職
規定

員
す

免許
る専

法施
門科
行規

目 関 係 授 業 科 目 開設単位

職 業 導 職 業 指 導 原 理 4 
精神検査（実習2 を含む） 4 

職 業 指導の 技 術
面接相談 の 技 術 4 

職 業 指 導
職業指導の運営管理 職業指導の 運 営 管 理 4 

職 業 ’情 報 2 
職業分析と自己分析 2 

寸品ゐー ＋立 イ呆 健 保 健 評 価 実 習 2 
保 健

f者 生 ｛荷 生 寸戸且ー． 寸』ゐー 運 動 2 
ドイ ツ 語 ドイツ語科教育法I II  III 3 

E十 27 

附 則

この規則は， 昭和56年 5月22日 から施行し， 昭和5 6年 4月1日 から適用する。
砂富山大学教育学部規則の改正理由

第212号

備 考

1 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令の一部改正に伴い， 所要事項を改める。
2 授業科目を整理するほか， 教員 免許状取得のための授業科目に新たにドイツ語に係るものを加える。
3 字句を改める。

富山大学高圧ガス危害予防規則の制定

富山大学高圧力、ス危害予防規則を次のとおり制定する。

昭和5 6年 5月22日 富山大学長 柳田 友道

富山大学高圧ガス危害予防規則

（目 的）
第1条 この規則は， 高圧ガス取締法（昭和26年法律第204号， 以下「法」という。）第26条第 1 項の規定 に基づき， 富

山大学における高圧ガス製造施設（以下「製造施設」という。）の位置， 構造及び設備の保守並びに運転 ・管理の細
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昭和56年5月号 山｛子 報 第212号

目について規定することにより高圧力、スによる災害を防止し， もって学内及び公共の安全を確保する ことを目 的
とする。
（定 義）

第2条 この規 則において「高圧ガス」とは， 法第2 条に規定する高圧ガスのうち冷凍に係るものをいう。
（保安管理）

第3条 学長は， 高圧力、スによる災害防止に関する保安業務を統轄する。
2 製造施設に， 高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を総括管理させるため， 高圧力ス製造総括管理者（以下

「総括管理者」という。）を置き， その製造施設の名称、・位置及び総括管理者については， 別表第 1のとおりとする。
3 製造施設に， 製造施設の維持， 製造方法の監督その他冷凍ガスの製造に係る保安に関する技術的な事 項を処理

させるため， 高圧力ス製造保安責任者（以下「保安責任者」 という。）を置き， 冷凍保安規則1J（昭和41年通商産業
省令第51号。 以下「省令」という。）第22条に規定する高圧力ス製造保安責任者 免状を有する職員（研究教育の用
に供する製造施設にあってはその運営を担当する教員） のうちから学長が指名する。

4 学長は， あらかじめ保安責任者の代理者（以下「代理者」という。）を選任し， 保安責任者が旅行， 疾病及びそ
の他の事 故によってその職務を行う ことができない場合に， その職務を代行きせるものとする。

5 保安責任者は， 法第8条第1項に定められた施設の技術水準に関し， 所管の施設が省令等に適合するよう管理
するものとする。

6 前 5 項に規定する保安管理体制については， 別表第2 のとおりとする。
（監督の方法等）

第4条 総括管理者又は保安責任者は， 法， 省令若しくは これらに基づく命令又は この規 則の実施を確保するため，
関係職員に指示を与え， 必要と認めた場合には， 製造施設における作業を停止させる等の措置を講ずることがで
きる。

2 関係職員は， 総括管理者文は保安責任者が保安のためにする指示に従わなければならない。
（立入禁止区域）

第5条 高圧力、スによる危害を防止するため， 必要に応じて製造施設の周囲に立入禁止区域を設けるものとする。
2 前項に規定する区域には， 総括管理者又は保安責任者の許可を受けた者以外の者は， 立ち入ってはならない。

（標 識）
第6条 製造施設には， 見やすい場所に次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。

( 1 ) 高圧方、スの製造施設であること。
(2）高圧ガスの種類 フロン22
( 3) 立入禁止， 火気の制限その他の注意事項
( 4 )  第15条及び第16条に規定する緊急事 態に対する措置
（運転及び操作）

第7 条 製造施設の運転及び操作に当たっては、 保安責任者の監督の下 にこれを行わなければならない。
2 保安上重要な運転及び操作に当たっては， 保安責任者が適格と認めた者に行わせるものとする。

（安全装置）
第8条 安全装置の取付箇所及び取扱い方法については， 表示するとともに関係職員に周知しておかなければなら

ない。
2 前項に規定する安全装置のうち， 安全弁に付帯して設けた止め弁については， 高圧力ス製造中常 に全開し， か

っ， 「開」と記載した標識を掲げておくものとし， その取扱いは， 保安責任者が行わなければならない。
3 安全装置は， l年にl回以上検査し， 規定圧力で作動するょっ調整しておかなければならない。

（圧 力 計）
第9 条 圧力計は， 使用圧力の1 .5倍以上 3倍以下 の最高目盛のあるものを使用し， 見やすい箇所に取り付けてお

かねばならない。
( i令凍設備の修理及び清掃）
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昭和56年5月号 学 報 第212号

第10条 冷凍設備の修理及び清掃（以下「修理等」という。）並びにその後の製造については‘ あらかじめ作業の方

法， 工程表等を明示し， 保安責任者の指示の下に次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 冷凍設備を開放して修理等をしたときは， 組立後漏れ試験を行い， 高圧力、スが漏れないことを確認すること。

(2) 漏れ試験には， 酸素， 可燃性ガス及び毒性かスを使用しないこと。

(3 ) 冷凍設備に高圧力、スを充てんして昇圧を行うときは， 必ず圧力調整弁を使用すること。

(4) 冷凍設備内の高圧力、スを容器に回収するときは， 法第48条に規定する容器を使用し， 過充てんにならないよ

うにすること。

(5）修理等が終了したときは， 当該冷凍設備が正常に作動することを確認した後で なけ れば製造しないこと。

（巡視及び点検）

第11条 保安責任者は， 別に定める巡視及び点検基準により冷凍設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造施設

の異常の有無を点検するほか， 1日 1回以上冷凍設備の作動状況について点検し， 異常のあるときは， 当該設備

の補修その他危険を防止する措置を講ずるものとする。

（保安検査）

第12条 法第35条に規定する保安検査については， 3 年に 1回受けるものとする。

（自主検査）

第13条 自主検査については， 次表に定めるところにより， 保安責任者の下に実施するものとする。

検 査 方法 検 査期間 検 査 回数

外観検 査 1 月 1回以上

作 動 試験 l 年 1回以上

調 整 試験 1 年 l回以上

（帳 簿）

第14条 保安責任者は， 法第60条第 1項の規定に基づき， 帳簿を常備し， 製造施設に異常があった年月日及びそれ

に対して講じた措置について記録するものとする。

2 保安責任者は， 前項に規定するもののほか， 次の各号に掲げる事項について記録しておく ものとする。

(1) 製造施設の運転状況

(2）保安検査の結果

(3 ) 自主検査の結果

3 前2項に規定する帳簿及び記録については， 3 年間保管するものとする。

（漏えい ・噴出時の措置）

第15条 高圧力、スが漏えいし， 文は噴出したときは， 装置の運転を停止し， かつ， 高圧ガスを大 気中に安全に放出

し， 直ちに総括管理者若しく は保安責任者に通報し， その指示を受けるものとする。

（緊急事態 に対する措置）

第16条 製造施設又はその付近において災害が発生し， 又は災害発生の危険が急迫したことを知った者は， 直ちに

総括管理者若しく は保安責任者に通報し， その指示を受けるものとする。

2 総括管理者又は保安責任者は， 通報の内容に応じ， 次に掲げるところにより連絡するものとする。

(1) 学長（内線200番）

(2) 消防署（救急車） 119番

(3 ) 警察署 110番

(4) 富山県環境整備課 3 1-4111 （内線773 番）

(5) 富山市民病院 21一7591番

（訓 練）

- 8 -
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第17条 総括管理者は， 関係職員に対し， 災害が発生したときの措置について定期的に訓練を 行わなければならな
し、。

（ この規 則の周知方法）
第18条 総括管理者は， この規 則の周知徹底を図るため， 関係職員に対し 毎年l回以上の講習を行わなければな

らない。
（違反者に対する措置）

第19条 総括管理者は， この規 則に違反した者に対して， 講習等により再教育を行うものとする。
（改 正）

第20条 学長は， 総括管理者及び保安責 任者を含む関係者と協議して この規 則の改正を 行うものとする。
（実施細目）

第21条 この規 則に定めるもののほか， 冷凍設備の運転基準， 製造施設の保安基準その他この規 則の実施に関し必
要な細目は， 当該製造施設の総括管理者が別に定める。

附 則

この規 則は， 昭和56年5月22日から施行し ， 昭和56年4月 1日から適用する。
別表第1

製 造 施 設 の 名 利； 位 置 総括管理者

附属図書館空調用高圧力、ス製造施設 図書 館 長

トリチウム科学センター空調用高圧ガス製造施設 センター長

別表第2

学 長
（保安業務の統轄）

保 安 管 理 体 制
（附属図書館空 調用高圧ガス製造施設）

図 書 館 長
（総括管理者）

保安責 任 者
代 理 者

（トリチウム科学センタ一空調用高圧力ス製造施設）

センター長
（総括管理者）

保安責 任 者
代 理 者

砂富山大学高圧力ス危害予防規 則の制定理由
附属図書館（本館 ）及びトリチウム科学センターに空調用冷凍機が設置されてい るた め， 高圧方、ス取締法第26条

第1 J頁の規定に基づき この規 則を制定するものである。

富山大学公印管理規則の一部改正

富山大学公印管理規 則の一部を改正する規 則を次のとおり制定する。

昭和56年5月29日 富山大学長 柳田 友道

富山大学公印管理規則の一部を改正する規則

富山大学公印管理規 則（昭和48年3月13日 制定）の一部を次のように改正する。
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別表第2官職 印 中
「 ｜ ｜ 富山大学施設課長の印 i 20 1 施設課長 ｜ 企画係長 ｜ ｜ 」を

「 富山大学施設課長の印 I 20 I 施設課長 ｜ 企画係長

富山大学短期高等教育 ｜ ｜ ｜ 
機関（高岡）創設準備室 I 23  I 庶務課長 ｜ 文書係長
長の印 」 に改める。

附 則

この規則は， 昭和56年5月29日から施行し， 昭和56年5月12 日 から適用する。
砂富山大学公印管理規則の改E理由

本学に， 富山大学短期高等教育機関（高岡） 創設準備室が設置されたことに伴い，同室長の公印を新刻するもの。

富山大学電気工作物保安規則の一部改正

富山大学電気工作物保安規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。

昭和56年5月 29 日 富山大学長 柳田 友道

富山大学電気工作物保安規則の一部を改正する規則

富山大学電気工作物保安規則（昭和41年3月15日制定）の一部を次のように改正する。
別表第l 中保安業務の組織図を次のように改める。

本 部
（事務局長）

施 設 課 長
（主任技術者）

学長

。
す

す
示

示
を

を
統

統
系
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系
の
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）
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連
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－
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一
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一
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一
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事
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事一
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附 則

この規則は， 昭和田年5月29日から施行し， 昭和56年4月 1 日 から適用する。
砂富山大学電気工作物保安規則の改正理由
1 学内共同教育研究施設の事務取扱部局の変更に伴い， 人文学部・理学部事務部で処理していたトリチウム科学

ハUτ，4
 



昭和56年5月号 品同・子 報 第212号

センターに係 るものを事務局で行うようにす るため ， 所要事項を改め る。
2 保健管理センターに係 る保安業務の組織について位置付けを明確にす るた め。
3 字句を改 め る。

諸 AQ
冨 議

富山大学入学者選抜健康診断判定基準専門委員会（ 5月8日）
（審議事項）

(1）健康診断判定基準の改善について（継続 審議 ）

附属図書館商議会（ 5月12日）
（報告事項）

( 1）昭和55年度二次資料等購入費について
(2）昭和55年度外国雑誌購入費について
(3）地図情報室について
(4）富山大学雑誌目録（欧文篇）配付について

（審議事項）

( 1）昭和56年度図書資料（大型コレクション）収書計画について
(2）昭和56年度製本費について
(3）昭和56年度附属図書館運営費について
(4）図書館業務の電算化について
(5）短大か らの申し入れについて（継続 ）

授業料等減免選考委員会（ 5月 14日）
（審議事項）

(1）昭和56年度大学院 ・ 専攻科入学生 の入学料免除について
(2）昭和56年度前期分授業料免除について

昭和56年度第2回補導協議会（ 5月14日）
（審議事項）

( 1）第26回大学祭について

計算機センター運営委員会（ 5月14日）
（報告事項）

( 1）昭和55年度業務報告
(2）昭和55年度決算について
(3）昭和55年度利 用状況について

（審議事項）

( 1）昭和56年度運営費予算について

司，ム噌’A



昭和56年5月号

(2）昭和57年度概算要求について
(3）広報・ 教育小委員会の選出について

(4）研究開発室長の選出について

学 報 第212号

昭和56年度第1回学園ニュース編集委員会（ 5月15日 ）
（審議事項）

( 1）第36号学園ニュースの発行計画について

昭和56年度第1回入学者選抜方法研究委員会（ 5月19日）
（報告事項）

(1）入学者選抜方法の改善に伴う昭和54年度以降の調査研究事項について
（審議事項）

(1）昭和57年度以降富山大学入学者選抜試験の実施に伴う基本方針について

昭和56年度第1回入学試験管理委員会（ 5月四日 ）
（審議事項）

(1）昭和57年度富山大学入学者選抜試験の実施に伴う基本方針について
(2）昭和57年度富山大学入学者選抜試験におけ る補欠合格者の取扱いについて

昭和56年度第1回保健管理センター委員会（ 5月20日）
（審議事項）

(1）次期保健管理センタ一所長候補者の選考について

昭和56年度第2回評議会（ 5月22日）
（報告事項）

( 1）東海 北陸地区国立大学長会議について
(2）昭和57年度概算要求基本方針について
(3）教官人事について（教育学部）
(4）大学祭及び体育祭について
(5）新聞等に報道された理学部の問題について

（審議事項）

(1）入学式々場について（継続 審議事項）
(2）富山大学教育学部規則の一部改正について
(3）富山大学高圧力ス危害予防規則の制定について
(4）昭和57年度富山大学入学者選抜試験の実施に伴う基本方針について

低温海化室運営委員会（ 5月25日）
（審議事項）

(1）昭和56年度運営費等について

富山大学構内交通対策委員会（ 5月26日）
（審議事項）

(1）富山大学構内交通規制に関す る暫定要項及び同実施細固め見直しについて

- 12 -



昭和56年5月号

昭和56年度第1国学寮補導委員会（ 5月26日 ）

（審議事項）

( 1）学寮の諸問題について

品同寺ー 報 第212号

昭和56年度第3回補導協議会（ 5月27日）
（審議事項）

(1）第26回大学祭について

放射性同位元素総合実験室運営委員会（ 5月28日）

（審議事項）

( 1）昭和56年度運営費等について

,a.!.ι ーテ 事

昭和56年度 科学研究費補助金交付内定者

研究種目 研 究代表者 研 究 課 題 配分予定千額円

総合研究A 秋
人文学

山
部

進
教授午 北陸における古墳時代成立課程の研究 5,200 

II 教一養
神
部 教授弘 日 本海沿岸地域の産業構造 と地域政策 2,850 

II 教
藤
養

井
部

昭
教授一 富山湾黒部川扇状地沖埋没林の研究 5,000 

II 教
木
養

越
部助教授治 諸藩旧蔵和書の研究 1,400 

一般研究A 理
水
学

谷
部

義
教授彦 火山性蒸気一熱水一岩石系における水の挙動 と起源の解明 1,700 

一般研究B 人文学
井

部 教授 朝
す

鮮
る総

を
合
め

的
ぐ
研
る

究
中国 と日 本・そのニ国聞の語学・ 文学の相互交渉に関 800 梶 捗

II 人文学部 教授 コンビューター検索システムによる現行スワヒリ語の文例の基礎的 3,000 和 崎 洋 一 分析

II 教
字
育学

井
部助

啓
教授高 マイロナイトの構造岩石学的研究 600 

一般研究C 秋
人文学

山
部

進
教授午 古代東 北アジアの民族 と文化 1,000 

II 藤
人文学

本
部助

幸
教授夫 日 本現存朝鮮古刊本の調査 とその語学的・ 書誌学的研究 800 

II 夫
人文学

馬
部助教授

進 明清都市社会の研究 1,000 

II 教
林

育学部
良

教授重 盲学校理科実験観察教材教具の開発 800 

II 教
野
育学

村
部 教授昇 フェノール類並びにアニリン類のH L C挙動 と一斉分析の研究 1,000 

II 教
横
育学

山
部助

泰
教

行
授 養護学校児童・生徒の形態 と運動能力の解析 400 

II 理
北

学
野
部

孝
教授 関数空間上の線形作用素 1,500 

qu
 
唱EA
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一般研究C 理
斎

学
藤

部
好

教授民 誘導トルク法によ るフェルミ面の開軌道 ・閉軌道に関する研究 1,990 
II 理

尾
学部

島
助

十
教授

郎 デヒドロアヌレノン及び関連化合物の合成 700 
II 

工学 部 教授 ガス分析法によ るMnO・Fe203の C還元に関する基礎的研究 1,100 池 田 正 夫

II 工
杉

学
本

部
益

教授
規 造粒と分粒との同時操作によ る省エネルギー的粉体プロセスの開発 1,400 

II 工
新

学部
井

助
甲

教授
金属硫化物の浸出特性に関与する固体側因子の影響 1,000 

II 教
森
養部 助

克
教授徳 非

の
遷
研

移
究
金属系におけ る起伝導化合物の電気抵抗の異常な温度依存性 900 

II 教
鈴

養部
木

助
邦

教
雄
授 ハムシ科（昆虫綱， 鞘題目 ） におけ る種内変異の多変量計量形態学 600 的研究

奨励研究A 寺
人文学

津
部 助

典
教授子 核文法の仮定に基づく英語の削除規則に関する研究 850 

II 教
清

育 学
水
部 助

建
教授次 希土類 ・3 d選移金属間化合物のN MR 850 

II 教
漬

育学
名
部

正
講 師

道 単調完備C＊ー代数の構造について 900 
II 理

道
学

端
部 講

斎
師 ユウレイボヤ2種の発生過程におけ る微量元素濃縮機構の比較検討 720 

II 理
酒

学
井
部

英
助手男 古地磁気場強度推定におけ る圧力起源の残留磁化の影響について 800 

II 理
笹

学
山

部
雄

助手
軟骨魚類におけるCa代謝の解明 800 

II 工
春
学

山
部

義
助手夫 毛

す
細

気体
管絞

の慣
り

性
を有

力
す
の影

る静
響

圧気体ジャーナル軸受のホワール特性に及ぼ 800 
II 教

小
養部

林
助

久
教

寿雄
授

分枝過程と非 線型微分方程式の極限問題についての研究 700 

人

異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 前 ，合z々・ 任命権者

採 用 56. 5 . 1 5]1] 本 明 夫 講 師（教養部 ） 富山 大学長

56. 5 .  11 増 国 文 彦 教務補佐員（ II II 

イ井 任 56. 5 .  2 本 回 �l 教授（文入学部 ） 文理学部長（ 58.5.lまで ） 文部 大臣

II II II ff 人文 学部長 ・評議員 II 
II 

II 竹 内 豊三郎 II （理 学 部 ）
理学部長・評議員 II 58.4.1まで ）

II 楠 瀬 勝 II （人文学部 ） 評議員 (58.5.lまで ） II 

II 山 口 博 II II ff II II 

- 14 -
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56. 5 . 2 中 Jll 正 之 教授（理学部） 評議員 (58.5.1まで） 文 部 大臣

II 小 黒 千 足 II II II II II 

56. 5 . 9 四 谷 平 t台 II （工学部） 学生部長・評議員 II 58.5.8まで）

器 職 56 . 5 . 22 堀 メI入] 司 教授（理学部） 辞職を承認 文 部 大臣

56 . 5 . 31 宮 崎 右 人 用務員（教育学部作業員） II 富山大学長

報...... 十昭和56年5月号

永年勤続者の表彰

本 学の昭和56年度永年勤続者表彰式が， 開学記念日が日 曜日 に当 る為， 5月29日 午前1 1時から本 部中会議室で行
次の35年勤続16名， 20年勤続31名の方々に対し学長から表彰状並びに記念品が贈られた。られ，

35年勤続

学 生 之孝
秀

JI I 中
中
高

音Eム＂－寸ー工良日善
妙

日南田部
夫

郎
治

藤
ノ’J、’口lII 子口水II 

環
雄
繁

文

数

山

岡

守

出

回
田

石
藤
竹
安

II 

教 養 部

附属図書館
II 

II 
薫

信
郎
男

輿
隆
豊
敏
雄

原
木

崎

回
内

松
藤
新
竹
位

II 

教 育 学 部
経済学 部

学 部
』ιナ 苦E

理
工

隆谷
不二男垣

清
生
子
子

枝

静
利
幸
右

山

中
稲
島

林
原

II 辻高II 

20年勤続

庶 務 教 育 学 部寛
実
進

見
井

加薗ハ
清
加

7Jくwnw

wハMF

whup

立目
立目
立口

II 理金又IE土
II 

II 美智子
清

野平
吉

生
II 

学

谷
畠
崎
納

宇多
高
宮
家

II 

II 博
平 人II 清

トミ子
素 光
与志雄

II 藤
口山経済学 部雄

学

一一＝ロ，S11
 

回
口
嵐
津
治
井

十五

7じ

山
人 文 学 部

人文学部・
理 学 部
教育 学 部 β、--, 

II 

井

E1v
 
噌EA

角II 中II 
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公久火口登能
清

音日Aι 寸ー工
とし子7JくII 

忽1昌
幹
葉

塚手音E養教

賢
栄
益
和

規

本
道
本

雄手IJ
井

世II 雄下
子角附属図書館

尚
甲井

下

松
作
杉
宮
新
宮

昭和56年5月号

音E，，，，与寸4
A主ι寸ー

理
音日工

If 

If 

II 

II 

昭和56年度永年勤続者表彰式

者

渡航の種類 所 属 官職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 間

日 韓共同研究計画 、漢江（韓国）及 56. 5 . 13 
理学部 教授 水谷 義彦 大韓民国 び流域生態系におけ る環境動態に関

外 国出張 す る基礎的調査。 に参加のた め 56 . 5 . 30 

高等植物の種分化および比較生態学 56. 5 . 1 
教養部 If 河野 昭一 アメリカ合衆国

研究のた め 56. 7 . 31 
日 米科学協力事業共同研究並びに成 56. 5 . 23 

海外研修旅行 理学部 II 堀越 叡 アメリカ合衆国
果出版打合せ 56. 5 . 31 

EU
 
唱EA

航渡外海



昭和56年5月号 品L色号一 報 第212号

《改 姓〉

工学 部

事務補佐員 上野 正子 旧姓 坂東

〈新任者〉

教養部

講 師 別本 明夫
教務補佐員 増田 文彦

〈住所変更〉

人文学部

助 教 授 北村 純一

経済学部

助 教 授 竹川 慎吾
II 香川 孝三

理学 部

助 手 東川 和夫

工学部

教 授 市村 昭二
事務補佐員 上野 正子

教養部

教務補佐員 金森 敦子

本 部

職 員 消 息

主 要 行 事

会議（於岐阜大学 ）
6 日 全国大学保健管理協会東海北陸地方部会幹

事会（於名古屋大学）
8日 名誉教授称号授与式5月 1日 第33回東海北陸地区国立大学等施設部課長

ワ’



学昭和56年5月号

部課長会議
第l回事務改善委員会
会計係長会議
入学者選抜健康診断判定基準専門委員会

12日 昭和56年度学生の厚生補導関係事業計画等
の説明会（於文部省）

14日 第2回補導協議会
授業料等減免選考委員会

14～15 B 第32回東海北陸地区国立学校等庶務部課長
会議（於富山医科薬科大学）

15日 北陸地区国公私立大学学生部懇話会（於福
井医科大学）

第1回学園ニュース編集委員会
16日 北陸 4 大学学生体育競技連盟協議会（於金

沢大学）
18日 昭和56年度国立大学事務局長会議（於国立

教育会館）
19日 第l回入学者選抜方法研究委員会

第1回入学試験管理委員会
20日 第1回保健管理センター委員会

20～29日 第17回中部地区中堅係員研修
21日 第60回東海北陸地区国立大学学生部課長会

議（於愛知教育大学）
21～23日 昭和56年度構造設計指針等説明会（於京都

大学）
22日 第2回評議会
23日 第2回事務協議会
25日 低温液化室運営委員会

決算関係事務研修会（於金沢財務局）
26日 富山大学構内交通対策委員会

北陸地区国立学校事務電算化協議会昭和56

年度第1固定例協議会（於金沢大学）

第1回学寮補導委員会
27日 第3回補導協議会
28日 中部地区学生補導厚生研究会第25回総会

（於金沢大学）
放射性同位元素総合実験室運営委員会
昭和56年度大学・高等専門学校奨学生事務

協議会（於福井大学）
28～29日 昭和56年度国立学校経理部課長会議（於東

京医科歯科大学）
29日 永年勤続者表彰式

報 第212号

人 文 学 部

5月6 日 第 3回教授会
第1国人事教授会

9 日 第1回予算委員会
13日 第2回学部将来計画委員会

2年次生オリエンテーション
第3 mlこ宇部教務委員会

訪日 tt,；：店職業：；千百i喜安長会
21～22日 第：4回目大学人丈兵学部長会議$於愛媛大

一－－ 
_, 

27日 第4回教授会
第 3回人事教授会

5月6 日 人事教授会
13日 教務委員会

教授会
14～15日 日本教育大学協会第一部会（於熱海市）

18日 将来計画委員会
19日 富山大学教育学部附属小学校昭和56年度教

育研究発表会
21～22日 昭和56年度春季全国国立大学教育学部長会

議（於熊本大学）
昭和56年度全国国立大学教員養成学部事務

長協議会（於北海道教育大学）
日本教育大学協会北陸地区第二部会技術・

職業・職業指導部門研究協議会（於黒部荘）
23-24日 全国国立大学附属学校連盟昭和56年度全国

理事会・第32固定時代議員会（於お茶の水女
子大学）

25日 日本教育大学協会理事会（於東京学芸大学）
26.日 職業補導委員会
27日 入試検討委員会

人事教授会
28～29日 昭和56年度日本教育大学協会北陸地区会評

議員会（於信州大学）
昭和56年度日本教育大学協会第二部会書道

部門並びに全国大学書道学会総会（於千葉大
学）

oo
 
－－4

 



昭和56年5月号 学

経 済 学 部

5月 6 日 学部施設整備委員会
11日 日 本海経済研究所運営委員会
18日 学部図書委員会

各種委員選考委員会
20日 学部教務委員会

教授会
27日 学部職業補導委員会

28～29日 昭和56年度国立十大学経済・経営学部長並
びに事務長会議（於福島大学）

理 学 部 ｜

5月 8 日 教育実習委員会
9 日 学科主任会議

14～15日 国立15大学理学部長会議（於島根大学）
19日 教育実習に関す るオリエンテーション
20日 人事教授会
22日 補導委員会（持回り）
24日 日 本植物学会北陸支部総会（於理学部 2号

館）

27日 教授会
理学研究科委員会

工 学 部

5月 6 日 教授会
11日 事務連絡会議
13日 工学研究科委員会

専任教授会
26日 学部図書委員会
27日 学科主任会議

教 養

5月 6 日 子算委員会
13日 予算委員会
15日 補導委員会
20日 教授会

報 第212号

親和会総会
27日 教務委員会

27～28日 昭和56年度全国国立大学教養（学）部長会
議・同事務協議会（於熊 本大学）

｜ 附属図書館｜
5月12日 附属図書館商議会

15日 係長事務打合せ会
20日 図書館業務電算化研究会
21日 北信越地区国立大学附属図書館事務（部・

課）長会議（於東京 本郷会館）
22日 国立大学附属図書館事務部課長会議（於東

京医科歯科大学）

トリチウム科学センタヨ

院
）
病

名
字

∞∞

十
計
赤

者

山

尚子
宮田

見
（

（
断

会
診

学
康

見
健

口凶

口u

内4

1A

可ょ

っ白

白川
～

5

日

｜ 経営短期大学部 ｜

5月7 日 第 3回教授会
12日 第 1 回授業料等減免 選考委員会
16日 経・短親睦会定期総会
28日 将来構想委員及び財務委員会 の合同委員会
29日 第 1 回奨学生 選考委員会

Qd
 
唱『A



昭和56年5月号

学 書店 人
文
学

産 業 Bリ 苦R

農 業
林 業
漁業・水産養殖業
鉱 業
建 設 業 2 

食 料 ロ＂＇ロ 1 
繊 奇桂 工 業

製 i=n 局リ 1 

化 こ出子． エ 業
石油 ・ 石炭製品
喜夫 割司 1 

造 非 鉄 金 属
金 属 製 ロロロ 3 

一般機械 器具 2 

電気機械若手具 3 
業 輸送用機械器具 3 

精密機械器具 1 

そ σ〉 他 1 
言十 16 

卸小 商 事 貿 易 7 
売売 百貨店 ・ スーパー 8 

言十 15 

- 20 -
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資 料

昭和55年度卒業生産業別就職状況

教 経 理 文 工 2口'-

育 i斉 理
学 ：出子． 

学 学 学
音E 音E 昔日 部 部 言十

1 1 

6 1 8 17 
3 2 1 1 8 
5 4 9 
3 1 5 10 
8 12 24 44 
1 2 3 
1 7 9 
1 1 16 18 
6 14 23 
4 1 35 42 

1 13 7 1 53 78 
7 18 28 

2 3 5 11 
10 1 3 19 34 

1 62 27 8 203 317 
1 19 2 3 13 45 
2 3 13 
3 22 2 3 13 58 

昭和56年5月1日現在

銀 行 1 26 28 
金 信用金庫・信用組合 8 8 融

保I�主 保 険 業 1 12 1 14 
証券 ・ 商品取引 3 12 1 16 

E十 5 1 58 1 1 66 
耳く 重h 産 業

運 輸 倉 庫 業 1 2 3 4 10 
電気・ ガス・水道 5 9 14 

ーマ 新 聞 出 版 1 1 1 1 5 ス
コ
、、、 ラジオ ・ テレ ビ 1 1 1 4 

言十 ワ 1 2 1 1 2 9 
広告 ・ 観光業

サ
医 療 保 健 業 1 
教 育 31 183 1 29 12 1 257 

ビ
非営利的団イ本 3 

ス
公共企 業体等 1 2 

E十 32 185 3 30 12 1 263 

公 国 家 公 務 員 1 1 12 3 2 2 21 
務 地 方 公 務 員 7 9 20 2 2 15 55 

言十 8 10 32 5 4 17 76 
上記 以外のも の 8 3 23 16 6 8 64 
メ口入

規就
模職
別先

5十 89 207 2 16 83 35 265 895 

大企業 （ s従00業 人員以数上l) 23 138 19 6 150 336 
中企業 ／｛従100業－4員99数人1） 18 6 26 19 7 73 149 
小企業 （ 従99 業人員以 数下L ) 3 8 20 10 6 21 68 
� 業 以 外 45 193 32 35 16 21 342 

編 集 富山大学庶務部庶務課

富山 市五福3 1 9 0 
印刷所 中 央 印刷株 式会社

富山市下奥井1-4-5

電話＠6 5 7 2（仰


